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� �
第
１
監
査
対
象
事
務

県
が
所
管
す
る
公
益
法
人
(民
法
第
34条
の
規
定
に
基
づ
き
設
立
さ
れ
た
法
人
｡
以
下
｢公

益
法
人
｣
と
い
う
｡
)
に
対
す
る
指
導
監
督
事
務
等

第
２
監
査
の
目
的

公
益
法
人
に
対
す
る
県
の
指
導
監
督
事
務
等
の
状
況
を
監
査
す
る
こ
と
に
よ
り
､
県
が
所
管

す
る
公
益
法
人
の
健
全
運
営
及
び
公
益
法
人
に
対
す
る
県
の
指
導
監
督
事
務
等
の
適
切
な
執
行

に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
実
施
し
た
｡

第
３
監
査
実
施
時
期

平
成
17年
11月
１
日
か
ら
平
成
18年
３
月
28日

第
４
監
査
対
象
機
関

公
益
法
人
に
係
る
事
務
を
所
掌
す
る
知
事
部
局
39課
､
警
察
本
部
７
課
､
教
育
委
員
会
１
課

の
合
計
47課
を
対
象
に
監
査
を
実
施
し
た
｡
(表
１
参
照
)

第
５
監
査
の
実
施
方
法

公
益
法
人
に
係
る
事
務
を
所
掌
す
る
47課
に
対
し
て
監
査
調
書
の
提
出
を
求
め
､
提
出
さ
れ

た
監
査
調
書
を
基
に
監
査
を
実
施
し
た
｡

第
６
監
査
結
果

１
所
管
公
益
法
人
の
状
況

平
成
17年

４
月
１
日
時
点
に
お
け
る
県
が
所
管
す
る
公
益
法
人
は
､
365法

人
(他
課
と
の

共
管
法
人
１
法
人
を
含
む
｡
)
で
､
知
事
部
局
246法

人
､
警
察
本
部
11法

人
､
教
育
委
員
会

108法
人
と
な
っ
て
い
る
｡

こ
れ
を
社
団
法
人
と
財
団
法
人
の
類
型
別
で
み
る
と
､
全
体
で
は
社
団
法
人
186法

人
､
財

団
法
人
179法

人
､
知
事
部
局
で
は
社
団
法
人
164法

人
､
財
団
法
人
82法
人
､
警
察
本
部
で
は

社
団
法
人
５
法
人
､
財
団
法
人
６
法
人
､
教
育
委
員
会
で
は
社
団
法
人
17法
人
､
財
団
法
人
91

法
人
と
な
っ
て
い
る
｡
(表
１
参
照
)

２
公
益
法
人
に
対
す
る
県
の
指
導
監
督
体
制
等

�
指
導
監
督
体
制

ア
知
事
部
局

公
益
法
人
の
目
的
と
す
る
事
業
に
関
す
る
事
務
を
所
掌
す
る
38課

に
お
い
て
､
246法

人
に
対
す
る
指
導
監
督
事
務
を
行
っ
て
い
る
｡

こ
の
ほ
か
､
公
益
法
人
に
係
る
総
括
的
事
務
を
総
務
学
事
課
が
行
っ
て
い
る
｡

イ
警
察
本
部

公
益
法
人
の
目
的
と
す
る
事
業
に
関
す
る
事
務
を
所
掌
す
る
６
課
に
お
い
て
､
11法
人

に
対
す
る
指
導
監
督
事
務
を
行
っ
て
い
る
｡

こ
の
ほ
か
､
公
益
法
人
に
係
る
総
括
的
事
務
を
企
画
政
策
課
が
行
っ
て
い
る
｡

ウ
教
育
委
員
会

職
員
福
利
課
に
お
い
て
､
教
育
委
員
会
が
所
管
す
る
108法

人
全
て
に
対
す
る
指
導
監

督
事
務
を
行
っ
て
い
る
｡

�
一
人
当
た
り
担
当
法
人
数
の
状
況

公
益
法
人
に
対
す
る
指
導
監
督
事
務
を
行
っ
て
い
る
知
事
部
局
38課
､
警
察
本
部
６
課
及

び
教
育
委
員
会
１
課
に
お
け
る
各
課
ご
と
の
一
人
当
た
り
担
当
法
人
数
は
､
表
２
の
｢一
人

当
た
り
担
当
法
人
数
欄
｣
の
と
お
り
で
あ
り
､
最
少
0.1法

人
か
ら
最
大
25.0法

人
と
な
っ
て

お
り
､
所
管
課
に
よ
っ
て
格
差
が
大
き
い
状
況
と
な
っ
て
い
る
｡

�
担
当
職
員
に
対
す
る
研
修
実
施
状
況

｢公
益
法
人
の
指
導
監
督
体
制
の
充
実
等
に
つ
い
て
｣
(平
成
13年
２
月
９
日
､
公
益
法

人
等
の
指
導
監
督
等
に
関
す
る
関
係
閣
僚
会
議
幹
事
会
申
合
せ
)
に
よ
り
､
公
益
法
人
の
指

導
監
督
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
職
員
に
対
し
､
定
期
的
に
研
修
を
実
施
す
る
こ
と
が
要

請
さ
れ
て
い
る
が
､
平
成
16年
度
､
17年
度
(17年

度
は
､
平
成
17年
８
月
末
時
点
の
状
況
｡)

の
２
か
年
度
の
研
修
実
施
状
況
は
､
表
２
の
｢研
修
実
施
の
有
無
欄
｣
､
｢内
部
研
修
欄
｣

及
び
｢外
部
研
修
欄
｣
の
と
お
り
で
あ
り
､
部
局
別
の
状
況
は
､
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
｡

ア
知
事
部
局

総
務
学
事
課
に
お
い
て
年
２
回
､
知
事
部
局
の
担
当
職
員
を
対
象
に
公
益
法
人
事
務
担

当
者
会
議
を
開
催
し
て
お
り
､
ほ
と
ん
ど
の
所
管
課
が
当
該
研
修
に
参
加
し
て
い
る
ほ
か
､

所
管
課
に
よ
っ
て
は
外
部
の
研
修
に
参
加
し
て
い
る
と
こ
ろ
も
み
ら
れ
る
｡

な
お
､
平
成
16年
度
､
17年
度
に
い
ず
れ
の
研
修
に
も
参
加
し
て
い
な
い
所
管
課
が
､

４
課
み
ら
れ
る
｡

イ
警
察
本
部

企
画
政
策
課
に
お
い
て
年
１
回
､
警
察
本
部
の
担
当
職
員
を
対
象
に
公
益
法
人
指
導
監

督
連
絡
会
議
を
開
催
し
て
お
り
､
平
成
16年
度
､
17年
度
と
も
当
該
研
修
に
所
管
課
が
参

加
し
て
い
る
｡

ウ
教
育
委
員
会

平
成
16年
度
､
17年
度
と
も
､
外
部
の
機
関
が
実
施
す
る
研
修
に
職
員
福
利
課
の
担
当

職
員
が
参
加
し
て
い
る
｡

３
指
導
監
督
事
務
等
の
状
況

�
事
業
報
告
書
等
の
提
出
状
況

｢青
森
県
知
事
の
所
管
に
属
す
る
公
益
法
人
の
設
立
及
び
監
督
に
関
す
る
条
例
｣
又
は

｢青
森
県
教
育
委
員
会
の
所
管
に
属
す
る
公
益
法
人
の
設
立
及
び
監
督
に
関
す
る
条
例
｣
に

よ
り
､
公
益
法
人
は
､
設
立
当
初
の
事
業
年
度
を
除
き
､
毎
事
業
年
度
開
始
後
３
か
月
以
内

に
事
業
報
告
書
等
を
県
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
｡

青 森 県 報平成18年４月24日 月曜日 号外第46号 2



� �
平
成
16年
度
､
17年
度
(17年

度
は
､
平
成
17年
８
月
末
時
点
の
状
況
｡
)
に
お
け
る
事

業
報
告
書
等
の
提
出
状
況
は
､
表
２
の
｢事
業
報
告
書
等
の
提
出
状
況
欄
｣
の
と
お
り
で
あ

り
､
期
限
後
に
提
出
し
た
法
人
が
16年
度
65法
人
､
17年
度
55法
人
､
未
提
出
の
法
人
は
16

年
度
１
法
人
､
17年
度
９
法
人
と
な
っ
て
い
る
｡
な
お
､
部
局
別
の
提
出
状
況
は
､
次
の
と

お
り
で
あ
る
｡

�
立
入
検
査
の
周
期
順
守
状
況

｢公
益
法
人
の
指
導
監
督
体
制
の
充
実
等
に
つ
い
て
｣
に
よ
り
､
所
管
公
益
法
人
に
対
す

る
立
入
検
査
は
､
少
な
く
と
も
３
年
に
１
回
実
施
す
る
こ
と
が
要
請
さ
れ
て
い
る
｡

平
成
14年
度
か
ら
16年
度
の
３
か
年
度
に
お
け
る
立
入
検
査
実
施
状
況
を
確
認
し
た
結
果

は
､
表
２
の
｢立
入
検
査
の
周
期
順
守
欄
｣
､
｢年
度
別
検
査
実
施
法
人
数
欄
｣
及
び
｢検

査
未
実
施
法
人
数
欄
｣
の
と
お
り
で
あ
り
､
部
局
別
の
状
況
は
､
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
｡

ア
知
事
部
局

｢公
益
法
人
立
入
検
査
実
施
要
領
｣
を
定
め
､
所
管
公
益
法
人
に
対
す
る
立
入
検
査
は
､

少
な
く
と
も
３
年
に
１
回
実
施
す
る
と
し
て
い
る
が
､
12課
に
お
い
て
３
年
周
期
の
立
入

検
査
が
順
守
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
｡
こ
の
た
め
､
平
成
17年
３
月
末
時
点
に
お
け
る
立
入

検
査
未
実
施
法
人
数
は
､
45法
人
と
な
っ
て
い
る
｡

イ
警
察
本
部

｢警
察
関
係
公
益
法
人
処
理
要
領
｣
を
定
め
､
立
入
調
査
は
原
則
と
し
て
年
１
回
実
施

す
る
も
の
と
し
て
お
り
､
各
課
と
も
要
領
ど
お
り
毎
年
実
施
し
て
い
る
｡

ウ
教
育
委
員
会

｢青
森
県
教
育
委
員
会
の
所
管
に
属
す
る
公
益
法
人
の
業
務
等
の
立
入
調
査
要
領
｣
を

定
め
て
い
る
が
､
立
入
調
査
周
期
に
つ
い
て
は
定
め
が
な
く
､
職
員
福
利
課
で
は
３
年
か

ら
４
年
に
１
回
の
周
期
で
立
入
調
査
を
実
施
し
て
き
て
お
り
､
平
成
17年
３
月
末
時
点
に

お
け
る
立
入
調
査
未
実
施
法
人
数
は
､
23法
人
と
な
っ
て
い
る
｡

�
立
入
検
査
票
の
評
価
欄
の
記
載
状
況

｢公
益
法
人
の
指
導
監
督
体
制
の
充
実
等
に
つ
い
て
｣
に
よ
り
､
立
入
検
査
に
あ
た
っ
て

は
､
検
査
事
項
を
記
載
し
た
検
査
票
(チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
)
を
作
成
し
､
こ
れ
に
従
っ
て
立

入
検
査
を
実
施
す
る
こ
と
が
要
請
さ
れ
て
い
る
が
､
平
成
16年
度
に
立
入
検
査
を
実
施
し
た

121法
人
の
う
ち
､
改
善
指
示
を
し
た
87法

人
に
係
る
立
入
検
査
票
の
評
価
欄
の
記
載
状
況

は
､
表
３
の
｢立
入
検
査
票
の
Ａ
Ｂ
Ｃ
評
価
の
記
載
状
況
欄
｣
の
と
お
り
で
あ
り
､
部
局
別

の
状
況
は
､
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
｡

ア
知
事
部
局

公
益
法
人
立
入
検
査
実
施
要
領
に
よ
り
､
検
査
票
は
､
Ａ
(改
善
の
必
要
が
無
い
も
の
)､

Ｂ
(法
人
の
運
営
を
よ
り
適
切
な
も
の
に
し
て
い
く
た
め
に
は
改
善
を
加
え
た
ほ
う
が
よ

い
も
の
)
､
Ｃ
(法
令
､
定
款
又
は
寄
附
行
為
に
反
す
る
な
ど
早
急
に
改
善
を
す
る
べ
き

も
の
)
で
評
価
す
る
様
式
と
な
っ
て
い
る
が
､
16年
度
に
改
善
指
示
を
し
た
54法
人
の
う

ち
Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ
表
示
が
適
切
に
記
載
さ
れ
て
い
る
の
は
25法
人
と
な
っ
て
い
る
｡

[そ
の
他
の
状
況
]

Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ
表
示
が
一
部
な
い
も
の

26法
人

Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ
表
示
が
さ
れ
て
い
な
い
も
の

２
法
人

検
査
票
が
な
く
確
認
不
能
な
も
の

１
法
人

イ
警
察
本
部

警
察
関
係
公
益
法
人
処
理
要
領
に
よ
り
､
立
入
検
査
実
施
票
は
､
Ａ
(良
好
)
､
Ｂ

(普
通
)
､
Ｃ
(不
良
)
で
評
価
す
る
様
式
と
な
っ
て
お
り
､
16年
度
に
改
善
指
示
を
し

た
５
法
人
と
も
Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ
表
示
が
適
切
に
記
載
さ
れ
て
い
た
｡

ウ
教
育
委
員
会

教
育
委
員
会
で
は
､
毎
年
度
の
立
入
調
査
計
画
策
定
時
に
定
め
る
立
入
調
査
調
査
表
に

基
づ
き
立
入
調
査
を
実
施
し
て
い
る
が
､
調
査
表
が
保
管
さ
れ
て
い
な
い
た
め
､
16年
度

に
改
善
指
示
を
し
た
28法
人
に
係
る
調
査
表
の
評
価
欄
の
記
載
状
況
を
確
認
す
る
こ
と
が

で
き
な
か
っ
た
｡

�
改
善
指
示
を
し
た
法
人
の
評
価
と
改
善
報
告
の
状
況

平
成
16年

度
に
立
入
検
査
を
実
施
し
た
121法

人
の
う
ち
87法

人
に
対
し
て
改
善
指
示
を

し
て
い
る
が
､
改
善
指
示
を
し
た
87法
人
に
つ
い
て
立
入
検
査
の
評
価
が
ど
の
よ
う
な
場
合

に
改
善
報
告
を
求
め
て
い
る
か
を
調
査
し
た
結
果
は
､
表
３
の
｢立
入
検
査
票
の
評
価
と
改

善
報
告
の
状
況
欄
｣
の
と
お
り
で
あ
り
､
部
局
別
の
状
況
は
､
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
｡

ア
知
事
部
局

公
益
法
人
立
入
検
査
実
施
要
領
に
お
い
て
､
｢立
入
検
査
の
結
果
､
法
人
の
業
務
運
営

に
改
善
す
べ
き
事
項
が
認
め
ら
れ
た
場
合
に
は
､
当
該
公
益
法
人
に
対
し
､
速
や
か
に
文

書
等
に
よ
り
､
期
限
を
付
し
て
必
要
な
改
善
を
指
導
す
る
と
と
も
に
､
こ
れ
に
基
づ
き
講

じ
た
措
置
に
つ
い
て
報
告
を
求
め
る
も
の
と
す
る
｡
｣
と
規
定
し
て
い
る
｡

知
事
部
局
に
お
い
て
は
､
16年
度
に
82法
人
に
対
し
て
立
入
検
査
を
実
施
し
､
そ
の
う

ち
54法
人
に
改
善
指
示
を
し
て
い
る
が
､
改
善
指
示
を
し
た
54法
人
の
う
ち
改
善
報
告
を

求
め
た
の
は
36法
人
､
求
め
な
か
っ
た
の
は
18法
人
と
な
っ
て
い
る
｡
こ
れ
を
立
入
検
査

票
の
評
価
と
の
関
係
で
み
る
と
､
下
表
の
と
お
り
Ｂ
評
価
で
改
善
報
告
を
求
め
た
法
人
と

求
め
な
か
っ
た
法
人
､
Ｃ
評
価
で
改
善
報
告
を
求
め
た
法
人
と
求
め
な
か
っ
た
法
人
が
み

ら
れ
る
｡
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期
限
後
提
出
法
人
数
未
提
出
法
人
数

部
局
16年
度
17年
度
16年
度
17年
度

知
事
部
局

57
41

1
8

警
察
本
部

0
1

0
0

教
育
委
員
会

8
13

0
1

計
65

55
1

9



� �
[改
善
指
示
を
し
た
54法
人
の
評
価
と
改
善
報
告
の
関
係
]

(注
)
｢評
価
不
明
｣
の
１
件
は
､
教
育
委
員
会
職
員
福
利
課
と
の
共
管
法
人
に
係
る

も
の
で
あ
り
､
総
務
学
事
課
で
定
め
る
立
入
検
査
表
の
様
式
を
用
い
て
い
な
い
こ

と
か
ら
評
価
が
不
明
な
も
の
で
あ
る
｡

｢評
価
不
明
｣
の
そ
の
他
の
２
件
は
､
立
入
検
査
票
は
あ
る
も
の
の
評
価
の
記

載
が
な
く
確
認
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
｡

イ
警
察
本
部

警
察
関
係
公
益
法
人
処
理
要
領
に
お
い
て
､
｢調
査
の
結
果
､
改
善
す
べ
き
事
項
が
存

す
る
場
合
は
､
所
管
課
は
､
所
要
の
改
善
方
策
を
指
示
し
､
又
は
期
限
を
付
し
て
改
善
状

況
の
報
告
を
求
め
る
も
の
と
す
る
｡
｣
と
規
定
し
て
い
る
｡

警
察
本
部
に
お
い
て
は
､
16年
度
に
11法
人
に
対
し
て
立
入
調
査
を
実
施
し
､
そ
の
う

ち
５
法
人
に
改
善
指
示
を
し
て
い
る
が
､
改
善
指
示
を
し
た
５
法
人
の
う
ち
改
善
報
告
を

求
め
た
の
は
１
法
人
､
求
め
な
か
っ
た
の
は
４
法
人
と
な
っ
て
い
る
｡
こ
れ
を
立
入
調
査

実
施
票
の
評
価
と
の
関
係
で
み
る
と
､
下
表
の
と
お
り
Ｂ
評
価
で
改
善
報
告
を
求
め
た
法

人
と
求
め
な
か
っ
た
法
人
が
み
ら
れ
る
｡

[改
善
指
示
を
し
た
５
法
人
の
評
価
と
改
善
報
告
の
関
係
]

ウ
教
育
委
員
会

青
森
県
教
育
委
員
会
の
所
管
に
属
す
る
公
益
法
人
の
業
務
等
の
立
入
調
査
要
領
に
お
い

て
､
｢調
査
員
は
､
調
査
後
す
み
や
か
に
講
評
を
行
い
､
実
情
に
即
し
て
改
善
意
見
の
提

示
を
行
う
も
の
と
す
る
｡
重
要
な
指
示
事
項
に
つ
い
て
は
､
調
査
後
公
文
書
に
よ
り
措
置

す
る
も
の
と
す
る
｡
改
善
意
見
の
提
示
又
は
公
文
書
に
よ
る
指
示
を
行
っ
た
法
人
に
対
し

て
は
､
事
後
に
改
善
報
告
書
の
提
出
を
求
め
る
も
の
と
す
る
｡
｣
と
規
定
し
て
い
る
｡

職
員
福
利
課
で
は
､
16年
度
に
立
入
調
査
を
実
施
し
た
28法
人
全
て
に
対
し
て
改
善
指

示
を
し
て
い
る
が
､
改
善
指
示
を
し
た
28法
人
の
う
ち
文
書
に
よ
り
改
善
報
告
を
求
め
た

法
人
は
な
く
､
改
善
指
示
を
し
た
法
人
に
係
る
立
入
調
査
表
の
評
価
と
の
関
係
に
つ
い
て

は
､
調
査
表
が
保
管
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
｡

�
立
入
検
査
結
果
の
公
表
状
況

｢公
益
法
人
の
指
導
監
督
体
制
の
充
実
等
に
つ
い
て
｣
に
よ
り
､
毎
年
度
の
立
入
検
査
の

実
施
状
況
を
取
り
ま
と
め
､
そ
の
結
果
を
速
や
か
に
公
表
す
る
こ
と
が
要
請
さ
れ
て
い
る
が
､

平
成
17年
10月
末
時
点
(監
査
調
書
提
出
期
限
)
に
お
け
る
立
入
検
査
結
果
の
公
表
状
況
は
､

表
２
の
｢立
入
検
査
結
果
の
公
表
欄
｣
の
と
お
り
で
あ
り
､
部
局
別
の
状
況
は
､
以
下
の
と

お
り
で
あ
る
｡

ア
知
事
部
局

公
益
法
人
を
所
管
す
る
各
課
及
び
公
益
法
人
に
係
る
総
括
的
事
務
を
所
掌
す
る
総
務
学

事
課
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
､
公
表
の
措
置
は
と
ら
れ
て
い
な
い
｡

イ
警
察
本
部

警
察
関
係
公
益
法
人
処
理
要
領
に
お
い
て
､
｢総
括
主
管
課
は
､
毎
年
度
の
立
入
調
査

の
実
施
状
況
を
取
り
ま
と
め
､
そ
の
結
果
を
速
や
か
に
公
表
す
る
も
の
と
す
る
｡
｣
と
定

め
て
お
り
､
警
察
本
部
所
管
分
の
公
益
法
人
に
係
る
立
入
調
査
の
実
施
結
果
を
県
警
察
本

部
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
､
公
表
し
て
い
る
｡

ウ
教
育
委
員
会

公
表
の
措
置
は
と
ら
れ
て
い
な
い
｡
(平
成
18年
１
月
16日
以
降
､
教
育
委
員
会
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
｡
)

�
要
請
内
容
等
の
通
知
状
況

所
管
公
益
法
人
に
対
し
て
､
｢外
部
監
査
の
要
請
｣
､
｢イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
公
益

法
人
の
デ
ィ
ス
ク
ロ
ー
ジ
ャ
ー
｣
及
び
｢公
益
法
人
会
計
基
準
の
改
正
｣
の
内
容
(下
欄

｢注
｣
参
照
)
が
適
切
に
通
知
さ
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て
確
認
し
た
結
果
は
､
表
４
の
｢要

請
内
容
等
の
通
知
状
況
欄
｣
､
｢外
部
監
査
の
要
請
欄
｣
､
｢イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
公

益
法
人
の
デ
ィ
ス
ク
ロ
ー
ジ
ャ
ー
欄
｣
及
び
｢公
益
法
人
会
計
基
準
の
改
正
欄
｣
の
と
お
り

で
あ
り
､
部
局
別
の
状
況
は
､
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
｡

な
お
､
｢外
部
監
査
の
要
請
｣
は
､
対
象
と
な
る
公
益
法
人
が
特
定
さ
れ
て
い
る
た
め
､

通
知
を
要
し
な
い
公
益
法
人
が
あ
る
が
､
そ
の
他
の
内
容
は
す
べ
て
の
公
益
法
人
が
対
象
と

な
っ
て
い
る
｡

ア
知
事
部
局

文
書
に
よ
り
通
知
し
て
い
る
課

16課
一
部
の
み
文
書
に
よ
り
通
知
し
て
い
る
課

14課
文
書
に
よ
る
通
知
を
し
て
い
な
い
課

７
課

文
書
に
よ
る
通
知
を
し
て
い
る
か
不
明
な
課

１
課

計
38課

・
｢一
部
の
み
文
書
に
よ
り
通
知
し
て
い
る
課
｣
に
は
､
通
知
す
る
べ
き
内
容
の
う

ち
一
部
だ
け
を
通
知
し
て
い
る
課
､
文
書
に
よ
る
通
知
を
し
て
い
る
も
の
と
口
頭
に

よ
り
通
知
し
て
い
る
も
の
が
あ
る
課
が
含
ま
れ
る
｡

・
｢文
書
に
よ
る
通
知
を
し
て
い
な
い
課
｣
に
は
､
通
知
す
る
べ
き
内
容
を
全
く
通

知
し
て
い
な
い
課
､
口
頭
で
の
み
通
知
し
て
い
る
と
回
答
し
た
課
が
含
ま
れ
る
｡

イ
警
察
本
部

公
益
法
人
を
所
管
す
る
６
課
い
ず
れ
も
､
文
書
に
よ
り
通
知
し
て
い
る
｡
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改
善
報
告
の
区
分

Ｂ
評
価
Ｃ
評
価
評
価
不
明

計
改
善
報
告
を
求
め
た
法
人

11
24

1
36

改
善
報
告
を
求
め
な
か
っ
た
法
人

8
8

2
18

計
19

32
3

54

改
善
報
告
の
区
分

Ｂ
評
価

改
善
報
告
を
求
め
た
法
人

１
改
善
報
告
を
求
め
な
か
っ
た
法
人

４
計

５



� �
ウ
教
育
委
員
会

職
員
福
利
課
で
は
｢外
部
監
査
の
要
請
｣
に
つ
い
て
は
通
知
を
し
て
い
な
か
っ
た
が
､

｢イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
公
益
法
人
の
デ
ィ
ス
ク
ロ
ー
ジ
ャ
ー
｣
及
び
｢公
益
法
人
会

計
基
準
の
改
正
｣
に
つ
い
て
は
､
文
書
に
よ
り
通
知
し
て
い
る
｡

�
要
請
事
項
の
実
施
状
況

前
記
(６
)
で
要
請
等
さ
れ
て
い
る
内
容
の
う
ち
､
｢外
部
監
査
｣
と
｢イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
に
よ
る
公
益
法
人
の
デ
ィ
ス
ク
ロ
ー
ジ
ャ
ー
｣
に
つ
い
て
の
県
所
管
公
益
法
人
に
お
け
る

平
成
17年
８
月
末
現
在
の
実
施
状
況
は
､
表
４
の
｢要
請
事
項
の
実
施
状
況
欄
｣
の
と
お
り

で
あ
り
､
部
局
別
の
状
況
は
､
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
｡

ア
知
事
部
局

イ
警
察
本
部

ウ
教
育
委
員
会

�
県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
へ
の
所
管
公
益
法
人
情
報
の
掲
載
状
況

｢イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
公
益
法
人
の
デ
ィ
ス
ク
ロ
ー
ジ
ャ
ー
に
つ
い
て
｣
に
よ
り
､

所
管
公
益
法
人
の
一
覧
表
を
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
す
る
こ
と
が
要
請
(下
欄
｢注
｣
参
照
｡)

さ
れ
て
い
る
が
､
そ
の
状
況
は
､
表
４
の
｢県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
へ
の
法
人
情
報
掲
載
欄
｣
の

と
お
り
で
あ
り
､
部
局
別
の
状
況
は
､
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
｡

ア
知
事
部
局

県
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
は
所
管
公
益
法
人
の
一
覧
表
は
掲
載
さ
れ
て
い
な
い
｡

イ
警
察
本
部

県
警
察
本
部
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
所
管
公
益
法
人
の
一
覧
表
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
｡

ウ
教
育
委
員
会

教
育
委
員
会
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
所
管
公
益
法
人
の
一
覧
表
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
｡

�
閲
覧
書
類
の
備
付
け
状
況

｢公
益
法
人
の
設
立
許
可
及
び
指
導
監
督
基
準
｣
(平
成
８
年
９
月
20日
､
閣
議
決
定
)

に
よ
り
､
『所
管
官
庁
に
お
い
て
は
､
所
管
す
る
公
益
法
人
に
係
る
業
務
及
び
財
務
等
に
関
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注１
外
部
監
査
の
要
請

｢公
益
法
人
の
指
導
監
督
体
制
の
充
実
等
に
つ
い
て
｣
の
中
で
､
『資
産
額
が
100

億
円
以
上
若
し
く
は
負
債
額
が
50億
円
以
上
又
は
収
支
決
算
額
が
10億
円
以
上
の
所
管

公
益
法
人
に
対
し
､
公
認
会
計
士
等
に
よ
る
監
査
を
受
け
る
よ
う
要
請
す
る
｡
』
と
さ

れ
て
い
る
｡

２
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
公
益
法
人
の
デ
ィ
ス
ク
ロ
ー
ジ
ャ
ー

｢イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
公
益
法
人
の
デ
ィ
ス
ク
ロ
ー
ジ
ャ
ー
に
つ
い
て
｣
(平

成
13年
８
月
28日
､
公
益
法
人
等
の
指
導
監
督
等
に
関
す
る
関
係
閣
僚
会
議
幹
事
会
申

合
せ
)
の
中
で
､
『所
管
公
益
法
人
に
対
し
､
可
能
な
限
り
平
成
13年
中
を
目
途
に
最

新
の
業
務
及
び
財
務
等
に
関
す
る
資
料
(
｢公
益
法
人
の
設
立
許
可
及
び
指
導
監
督
基

準
｣
７

�
の
①
か
ら
⑩
ま
で
に
掲
げ
る
資
料
を
い
う
｡
)
を
､イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ

り
公
開
す
る
よ
う
､
速
や
か
に
要
請
を
行
う
｡
』
と
さ
れ
て
い
る
｡

３
公
益
法
人
会
計
基
準
の
改
正

｢公
益
法
人
会
計
基
準
の
改
正
等
に
つ
い
て
｣
(平
成
16年
10月
14日
､
公
益
法
人

等
の
指
導
監
督
等
に
関
す
る
関
係
省
庁
連
絡
会
議
申
合
せ
)
に
よ
り
､
公
益
法
人
会
計

基
準
の
全
面
的
な
改
正
が
行
わ
れ
､
平
成
18年
４
月
１
日
以
降
開
始
す
る
事
業
年
度
か

ら
で
き
る
だ
け
速
や
か
に
実
施
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
｡

要
請
事
項
の
区
分

対
象
法
人
数
実
施
法
人
数

外
部
監
査

14
5

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
公
益
法

人
の
デ
ィ
ス
ク
ロ
ー
ジ
ャ
ー

246
14

要
請
事
項
の
区
分

対
象
法
人
数
実
施
法
人
数

外
部
監
査

0
0

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
公
益
法

人
の
デ
ィ
ス
ク
ロ
ー
ジ
ャ
ー

11
5

要
請
事
項
の
区
分

対
象
法
人
数
実
施
法
人
数

外
部
監
査

6
2

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
公
益
法

人
の
デ
ィ
ス
ク
ロ
ー
ジ
ャ
ー

108
11

注所
管
公
益
法
人
の
一
覧
表
を
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
す
る
こ
と
の
要
請
に
つ
い
て

｢イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
公
益
法
人
の
デ
ィ
ス
ク
ロ
ー
ジ
ャ
ー
に
つ
い
て
｣
(平
成

13月
８
月
28日
､
公
益
法
人
等
の
指
導
監
督
等
に
関
す
る
関
係
閣
僚
会
議
幹
事
会
申
合
せ
)

の
中
で
､
『平
成
13年
10月
末
ま
で
に
､
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
所
管
公
益
法
人

の
一
覧
表
を
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
す
る
｡
』
と
さ
れ
て
い
る
｡

＜
掲
載
事
項
＞
①
名
称
､
②
所
管
す
る
部
局
(担
当
局
担
当
課
等
)
の
名
称
､
③
公
益
法

人
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
及
び
電
話
番
号
､
④
設
立
年
月
日
､
⑤
代
表
者
の
職
名
及

び
氏
名
､
⑥
主
な
目
的
及
び
事
業

ま
た
､
所
管
公
益
法
人
が
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
開
設
し
て
い
る
場
合
に
は
､
一
覧
表
か
ら

の
簡
便
な
ア
ク
セ
ス
を
可
能
と
す
る
措
置
を
講
ず
る
｡



� �
す
る
資
料
を
備
え
て
置
き
､
閲
覧
の
請
求
が
あ
っ
た
場
合
に
は
､
原
則
と
し
て
こ
れ
を
閲
覧

さ
せ
る
も
の
と
す
る
｡
』
と
さ
れ
て
い
る
が
､
閲
覧
書
類
の
備
付
け
状
況
は
､
表
４
の
｢閲

覧
書
類
の
備
付
け
状
況
欄
｣
の
と
お
り
で
あ
り
､
部
局
別
の
状
況
は
､
以
下
の
と
お
り
で
あ

る
｡
ア
知
事
部
局
(対
象
所
管
課
38課
)

適
切

33課
一
部
書
類
が
不
備

4課
不
備

1課
イ
警
察
本
部
(対
象
所
管
課
６
課
)

適
切
で
あ
る
｡

ウ
教
育
委
員
会
(対
象
所
管
課
１
課
)

適
切
で
あ
る
｡

第
７
留
意
改
善
を
要
す
る
事
項

１
指
導
監
督
体
制
等
に
つ
い
て

�
知
事
部
局
及
び
教
育
委
員
会
に
お
い
て
は
､
公
益
法
人
を
所
管
す
る
課
ご
と
の
一
人
当
た

り
担
当
法
人
数
の
格
差
が
大
き
い
状
況
に
つ
い
て
は
､
所
管
課
に
よ
っ
て
担
当
職
員
の
と
ら

え
方
が
異
な
っ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
と
し
て
も
､
事
務
分
担
量
が
過
重
に
な
っ
て
い
な
い
か

検
証
し
､
適
切
な
事
務
分
担
に
配
慮
す
る
こ
と
｡

�
知
事
部
局
に
お
い
て
は
､
職
員
に
対
す
る
研
修
を
実
施
し
て
い
な
い
所
管
課
が
み
ら
れ
た

の
で
､
適
切
に
実
施
す
る
こ
と
｡

２
指
導
監
督
事
務
等
に
つ
い
て

�
公
益
法
人
は
､
毎
事
業
年
度
開
始
後
３
か
月
以
内
に
事
業
報
告
書
等
の
提
出
を
す
る
こ
と

に
な
っ
て
い
る
が
､
知
事
部
局
及
び
教
育
委
員
会
に
お
い
て
は
､
期
限
後
の
提
出
が
多
数
み

ら
れ
た
ほ
か
未
提
出
と
な
っ
て
い
る
公
益
法
人
も
あ
っ
た
の
で
､
期
限
内
の
提
出
に
つ
い
て

指
導
す
る
と
と
も
に
､
未
提
出
法
人
に
あ
っ
て
は
未
提
出
理
由
を
確
認
し
､
必
要
な
措
置
を

講
じ
る
こ
と
(平
成
17年
８
月
末
以
降
に
お
い
て
提
出
さ
れ
た
法
人
を
除
く
｡
)
｡

�
公
益
法
人
に
対
す
る
立
入
検
査
に
つ
い
て
は
､
知
事
部
局
で
は
少
な
く
と
も
３
年
に
１
回

と
い
う
周
期
が
順
守
さ
れ
て
い
な
い
所
管
課
が
み
ら
れ
た
の
で
､
適
切
に
実
施
す
る
こ
と
｡

教
育
委
員
会
に
お
い
て
は
､
検
査
周
期
を
３
年
か
ら
４
年
に
１
回
と
し
て
実
施
し
て
い
る

が
､
｢公
益
法
人
の
指
導
監
督
体
制
の
充
実
等
に
つ
い
て
｣
に
基
づ
き
､
３
年
周
期
で
の
立

入
検
査
に
努
め
る
こ
と
｡

�
立
入
検
査
票
の
評
価
欄
の
Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ
評
価
の
記
載
に
つ
い
て
は
､
知
事
部
局
に
お
い
て

は
適
切
に
記
載
さ
れ
て
い
な
い
所
管
課
が
み
ら
れ
た
の
で
､
適
切
に
記
載
す
る
こ
と
｡

教
育
委
員
会
に
お
い
て
は
､
立
入
調
査
表
を
保
管
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
､
適
切
に
取
り

扱
う
こ
と
｡

�
立
入
検
査
の
結
果
､
改
善
指
示
を
し
た
公
益
法
人
に
対
し
て
改
善
報
告
を
求
め
る
場
合
の

取
扱
い
に
つ
い
て
は
､
知
事
部
局
及
び
警
察
本
部
と
も
所
管
課
に
よ
っ
て
対
応
が
異
な
っ
て

い
た
の
で
､
統
一
的
な
取
扱
い
を
す
る
こ
と
｡

教
育
委
員
会
に
お
い
て
は
､
改
善
指
示
を
し
た
法
人
が
多
数
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
文
書
に

よ
る
改
善
報
告
を
求
め
て
い
る
法
人
が
な
か
っ
た
が
､
改
善
報
告
を
求
め
る
場
合
の
取
扱
い

に
つ
い
て
明
確
に
し
て
お
く
こ
と
｡

�
立
入
検
査
結
果
の
公
表
に
つ
い
て
は
､
警
察
本
部
で
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
よ
り
公
表
し
て

い
た
が
(教
育
委
員
会
で
は
平
成
18年
１
月
16日
か
ら
実
施
｡
)
､
知
事
部
局
に
お
い
て
も

公
表
す
る
こ
と
｡

�
｢外
部
監
査
の
要
請
｣
､
｢イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
公
益
法
人
の
デ
ィ
ス
ク
ロ
ー
ジ
ャ
ー
｣

及
び
｢公
益
法
人
会
計
基
準
の
改
正
｣
の
内
容
に
つ
い
て
は
､
知
事
部
局
及
び
教
育
委
員
会

に
お
い
て
は
､
所
管
公
益
法
人
に
対
し
て
文
書
に
よ
り
通
知
し
て
い
な
い
所
管
課
が
み
ら
れ

た
の
で
､
改
正
内
容
等
は
適
時
・
適
切
に
文
書
に
よ
り
通
知
す
る
こ
と
｡

�
｢外
部
監
査
｣
及
び
｢イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
公
益
法
人
の
デ
ィ
ス
ク
ロ
ー
ジ
ャ
ー
｣

の
実
施
に
つ
い
て
は
､
実
施
法
人
が
少
な
い
の
で
､
こ
れ
に
対
す
る
指
導
を
適
切
に
行
う
こ

と
｡

�
所
管
公
益
法
人
の
一
覧
表
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
へ
の
掲
載
に
つ
い
て
は
､
知
事
部
局
で
は
実

施
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
､
実
施
す
る
こ
と
｡

	
閲
覧
書
類
の
備
付
け
に
つ
い
て
は
､
知
事
部
局
に
お
い
て
不
備
な
と
こ
ろ
が
み
ら
れ
た
の

で
､
適
切
に
対
応
す
る
こ
と
｡
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� �
表
１

注
１
知
事
部
局
の
総
務
学
事
課
及
び
警
察
本
部
の
企
画
政
策
課
の
所
管
公
益
法
人
数
が
０
と

な
っ
て
い
る
の
は
､
両
課
と
も
公
益
法
人
に
係
る
総
括
的
事
務
を
行
っ
て
い
る
課
で
あ
る

た
め
で
あ
る
｡

２
(
)
内
の
数
字
は
､
他
課
と
共
同
で
所
管
し
て
い
る
法
人
数
で
あ
る
｡
こ
の
た
め
､

県
が
所
管
し
て
い
る
公
益
法
人
の
実
数
は
､
364法

人
と
な
る
｡
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監
査
対
象
機
関

所
管
公
益
法
人
数
(Ｈ
17.4.1時

点
)

部
局
名

課
名

社
団
法
人
財
団
法
人

合
計

総
務
部

総
務
学
事
課

0
0

0
人
事
課

0
1

1
市
町
村
振
興
課

1
9

10
防
災
消
防
課

1
1

2
企
画
政
策
部
企
画
課

0
1

1
情
報
シ
ス
テ
ム
課

1
0

1
環
境
生
活
部
県
民
生
活
政
策
課

6
0

6
環
境
政
策
課

2
0

2
自
然
保
護
課

2
0

2
健
康
福
祉
部
健
康
福
祉
政
策
課

2
4

6
医
療
薬
務
課

30
12

42
保
健
衛
生
課

4
7

11
高
齢
福
祉
保
険
課

2
2

4
こ
ど
も
み
ら
い
課

1
2

3
障
害
福
祉
課

4
3

7
商
工
労
働
部
商
工
政
策
課

12
2

14
経
営
支
援
課

1
0

1
工
業
振
興
課

3
3

6
新
産
業
創
造
課

0
1

1
む
つ
小
川
原
振
興
課

0
2

2
資
源
エ
ネ
ル
ギ
ー
課

2
1

3
労
政
・
能
力
開
発
課

18
5

23
文
化
観
光
部
観
光
推
進
課

11
14

25
国
際
課

1
2(1)

3(1)
農
林
水
産
部
農
林
水
産
政
策
課

3
0

3
総
合
販
売
戦
略
課

8
0

8
食
の
安
全
・
安
心
推
進
課

1
0

1
団
体
経
営
改
善
課

4
0

4
構
造
政
策
課

5
2

7
農
産
園
芸
課

5
0

5
り
ん
ご
果
樹
課

3
1

4
畜
産
課

10
1

11
林
政
課

5
0

5
水
産
振
興
課

2
2

4
漁
港
漁
場
整
備
課

1
0

1
県
土
整
備
部
監
理
課

8
1

9

整
備
企
画
課

1
1

2
都
市
計
画
課

0
2

2
建
築
住
宅
課

4
0

4
知
事
部
局
計
39課

164
82(1)

246(1)
警
察
本
部

企
画
政
策
課

0
0

0
厚
生
課

0
1

1
生
活
安
全
企
画
課

2
0

2
組
織
犯
罪
対
策
課

0
1

1
交
通
企
画
課

1
4

5
交
通
規
制
課

1
0

1
運
転
免
許
課

1
0

1
警
察
本
部
計
７
課

5
6

11
教
育
委
員
会
職
員
福
利
課

17
91(1)

108(1)
合
計

47課
186

179(1)
365(1)
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